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1. 両⽴⽀援 広がる男性の育児休業 

男性の育児休業取得率が増加しています。中⼩企業でもここ数年、男性の育児休業があたりまえになりつつあり、育児
休業がとりづらい職場環境は、⼈材の採用・定着の⾯でもマイナスになりかねません。本稿では、厚⽣労働省が今年 7 月
30 ⽇に公表した「令和 6 年度雇用均等基本調査」の結果から、男性の育児休業の現状をお伝えするとともに、その背景
や、育児休業取得のための⽀援制度を紹介します。 
 

 
■男性の育児休業取得率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注︓平成 23 年度の[ ]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果 

※厚⽣労働省「令和 6 年度雇用均等基本調査」より 

１．男性の育休取得率は40.5％ 
雇用均等基本調査は、男⼥の均等な取り扱いや仕事

と家庭の両⽴などの実態把握を目的に、厚⽣労働省が
毎年度⾏っています。令和6年度、育児休業について
は6,300事業所を対象に⾏われ、有効回答率は53.7％
でした。 

調査結果によると、令和4年10月1⽇から1年間に妻
が出産した男性のうち、令和6年10月1⽇までに育児
休業を開始した⼈の割合（育児休業取得率）は 
40.5％。前年度より10.4ポイントもアップし、過去
最高を記録しました。 
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2. 雇  用 多様な正社員制度 

正社員とは⼀般的に、無期雇用、フルタイム勤務、残業、転勤ありという働き⽅を指します。しかし近年、こうした正
社員とは異なる働き⽅をする「多様な正社員」が広がりつつあります。この制度は、優秀な⼈材の確保・定着にも有効と
言われています。本稿では、「多様な正社員」の種類や、企業にとってのメリットなどを説明します。 
 

 

正社員 
勤務地、職種・職務、勤務時間がいずれも限定 

されていない正社員 

多
様
な
正
社
員 

勤務地限定正社員 
転勤するエリアが限定されている、転居を伴う 

転勤がない、転勤が⼀切ない正社員 

職務限定正社員（職種・職務限定正社員） 
職種・職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に

区別され、限定されている正社員 

勤務時間限定正社員（短時間正社員） 
所定労働時間がフルタイムでない、あるいは残業

が免除されている正社員 

※厚⽣労働省「勤務地などを限定した『多様な正社員』の円滑な導⼊・運用に向けて」等を参考に作成 

 
男性の育児休業は、正社員だけでなく、有期契約の

労働者にも広がっています。有期契約の男性の育児休
業取得率は33.2％で、前年度より6.3ポイント増え、
過去最高となりました。 
 取得率アップに大きく貢献したのが、「産後パパ育
休」（出⽣時育児休業）です。「産後パパ育休」は、男
性の育児休業を促すため、令和4年10月に導⼊された
制度で、⼦供が⽣まれた後8週間以内に、男性が最大4
週間の育児休業を取ることができます。⻑くは休めな
いが、妻の出産直後をサポートしたい、というケース
に適しています。 

調査結果によると、育児休業取得男性の60.6％が
「産後パパ育休」を取得。有期契約の男性では、育児
休業取得者の82.6％が「産後パパ育休」を取りました。 
 ⼀⽅、⼥性の育児休業取得率は、平成19年度以降、
80％以上となっており、令和6年度も86.6％（前年度
比2.5ポイント増）でした。 
 
２．令和12年度に85％へ  
 男性の育児休業が進んだ要因は、産後パパ育休の創
設だけではありません。男性の育児休業取得率の公表
義務も⼀因です。従来、従業員1,000⼈超の企業のみ
義務となっていましたが、令和7年4月からは300⼈超 
 

 
の企業に拡大されました。 

また政府は、⺠間企業に勤める男性の育児休業取得
率を令和7年に50％、令和12年に85％にする目標を
掲げています。これにより、男性の育児休業取得は⼀
層進む⾒込みです。 

政府は、こうした施策を進めるために、労働者への
経済的な⽀援を強化しています。育児休業を取ると、
その間の所得補償として雇用保険から育児休業給付⾦
が労働者に⽀給されます。産後パパ育休では、出⽣時
育児休業給付⾦が出ます。令和7年4月からは、両親
ともに14⽇以上の育児休業を取った場合に、雇用保
険から出⽣後休業⽀援給付⾦が出るようになりました。 
 
３．さいごに  
 育児休業の付与は、育児・介護休業法により企業に
義務づけられています。男性、⼥性を問わず、また企
業の規模の大⼩にもかかわらず適用されます。その運
用にあたっては、雇用保険の給付⾦や助成⾦をうまく
活用すると良いでしょう。ただ、育児休業制度も給付
⾦・助成⾦も、しくみが複雑で、中⼩企業には負担が
重いものです。わからない点や、給付⾦や助成⾦の申
請でお困りの際には、いつでも弊所にご相談くださ
い。 
 

 
１．勤務地、職務、勤務時間を限定 
 「多様な正社員」は⼀般的に、次の３種類に分けら 

 

 
れます。３種類全部を導⼊してもよいですし、１種
類、または２種類を選んで導⼊することもできます。 
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Q & A 
記事の中でちょっと気になる⾖知識をご案内。今回は、２ページ目の「多様な正社員制度」に関連する⾖
知識をお伝えします。 

 
 
   

Q． 「多様な正社員」について、参考になる他社の導⼊事例が知りたいです。 

A． 
厚⽣労働省の web サイト「多様な働き方の実現応援サイト」が参考になります。
（https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/） 

本サイトでは、業種や企業規模などから導⼊事例を検索することが可能です。また、導⼊事例以外にも、「多様な正社員」
制度を設計し導⼊するにあたり、とるべき手順と、各手順のなかで何をすべきかをまとめたマニュアルも掲載されており
ます。本マニュアルでは、ステップごとに、ワークシート等を活用して⾃社にあった制度や施策の検討を進めることがで
きます。そのほかにもセミナーや、活用できる可能性のある助成⾦等などの情報も掲載されています。  

 
「多様な正社員」は、従業員のワークライフバラン

ス向上に効果があります。勤務地限定正社員は、⼦育
てや介護のために転居ができない従業員に適していま
す。勤務時間限定正社員（短時間正社員）も、育児や
介護の時間を必要とする従業員にはありがたい制度で
す。また、職務限定正社員（職種・職務限定正社員）
は、特定の業務について高度で専門的なキャリアを積
みたい従業員に向いています。 

企業にとってもメリットがあります。まず、家庭の
事情などで転勤やフルタイム勤務が難しく、退職せざ
るをえない従業員の離職を防ぎます。勤務地限定正社
員は、地元に定着した働き⽅を希望する⼈材の採用・
定着に寄与するでしょう。職務限定正社員（職種・職
務限定正社員）は、高度⼈材の育成にもつながります。 

有期雇用労働者の無期転換にも役⽴ちます。勤続5年を
超えた有期雇用の労働者が希望した場合には、企業は無
期雇用への転換に応じる義務があります。しかし、無期
雇用へ転換する際、フルタイム勤務や残業、転勤を前提
とした正社員として働くことが難しい労働者もいます。
こうした場合には、「多様な正社員」の制度を取り⼊れる
ことで、状況に応じた無期転換が可能になります。 

また、「多様な正社員」は、勤務時間や勤務地に制約が
ある分、賃⾦水準が抑えられることがありますが、労働
条件に応じた処遇として妥当性があり、労働者にとって
は柔軟な働き⽅を選べる⼀⽅、企業にとっては⼈件費の
抑制にもつながります。 
 
２．雇用管理上の注意点  

「多様な正社員」を活用するためには、雇用管理の
⾯で注意が⽋かせません。もっとも大切なのが、労働
者に限定の内容を明示し、合意を得ることです。特
に、転勤や配置転換に関する労使トラブルが起きやす
いので、勤務地や職種・職務に限定がある場合には、
限定の内容について書⾯で具体的に明確に示し、合意
を得ておきましょう。 
 

 
職種の限定を巡っては、職種限定の合意に反する配

転命令を違法とする判例が出ています。大阪高裁は今
年1月、滋賀県社会福祉協議会で技術職として⻑年働
いていた男性が同意なしに事務職へ配置転換させられ
た事案で、配転命令は違法として、社会福祉協議会に
慰謝料80万円の⽀払いを命じました。社会福祉協議
会は男性に、技術職に限定する書⾯での明示を⾏って
いませんでした。しかし、技術職を18年も続けてき
たことから、事実上、限定の合意があったと判断され
ました。 
 勤務地や職種・職務の限定が明確であっても、事業
所を閉鎖したり、職種・職務そのものを廃止したりす
る場合に、「多様な正社員」をただちに解雇すること
はできません。解雇を回避するために、できる範囲で
配置転換などを⾏う必要があります。 
 また、正社員と「多様な正社員」の間で、賃⾦や昇
進・昇格について不公平がないようにすることも重要
です。「多様な正社員」の勤務地、職種・職務、勤務
時間が、正社員と比べてどの程度限定されているのか
を考慮し、双⽅が納得できる処遇を実現すべきです。
制度の設計・導⼊・運用や、どのように不公平のない
処遇を図るかについては、労働者と十分に協議して決
めてください。 
 
３．さいごに  
 厚⽣労働省は、「多様な正社員」の普及に向けて、
ホームページで特集ページを設けています。導⼊の注
意点などをまとめた資料のほか、モデル就業規則も掲
載しています。 

「多様な正社員」を導⼊するには、制度の設計、就
業規則の整備、労働条件通知書の交付など、様々なプ
ロセスが必要です。労働者とのコミュニケーションも
十分に⾏わなければなりません。独⼒での導⼊が難し
い場合には、ぜひ弊所にお声がけください。適切にア
ドバイスいたします。 
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3. 提  供 『経営に役⽴つリポート』を無料でご提供いたします︕ 

弊所がお届けするリポートは、経営に役⽴つ情報が満載です︕ 
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、⼈事管理などのマネジメントに 
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する 
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。 
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに 
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします︕ 

今月の経営に役⽴つリポート 
 

リポート番号 タイトル 内容 

＃50181 
（全 7 ページ） 

「会社の飲み会は労働時間ですよね︖」と 
社員に聞かれたらどう返す︖ 

・社員が⾃由に⾏動するか、会社から指示を受けて⾏動するか 
・会社の飲み会 
・中抜け 
・テレワークや出張での移動時間            等 

＃50182 
（全 7 ページ） 

【事例付き】社員の交通事故で会社が問われる 
3 つの責任 

・社員が交通事故を起こした場合、会社の責任は︖ 
・【責任その 1】使用者責任 
・【責任その 2】運⾏供用者責任 
・【責任その 3】違反⾏為の下命・容認による刑事責任 

＃50183 
（全 10 ページ） 

労災保険だけでは⾜りない︖ 
労災の「法定外補償」の最新相場︕ 

・法定補償と法定外補償の「⼆段構え」で労災に備える︕ 
・障害補償（法定外）の相場 
・遺族補償（法定外）の相場 
・労災の法定補償（労災保険給付） 

＃50184 
（全 9 ページ） 

SNS の「いいね」がトラブルに︖ 
ソーシャルハラスメントの 6 類型 

・SNS 上で引き起こされる「ソーシャルハラスメント」 
・具体的にどのような⾏為がソーハラになる︖ 
・悪口・誹謗中傷 
・「いいね」やフォローの強要              等 

＃50185 
（全 6 ページ） 

選択と集中のための「戦略的事業撤退」の考え⽅ 
・事業撤退の要因 
・収益性だけで撤退を決めてはいけない 
・事業撤退のプロセス                 等 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 03-6712-8889 
FAX ＞＞＞ 03-6712-8885 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記⼊いただきました個⼈情報は、リポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。 

 
 
お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 
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竹中 幹夫 

先⽇、⼈⽣で初めてインフルエンザにかかりました。これまで⼀度も罹ったことがなかった
ので、「⾃分はインフルにはならない」と根拠のない⾃信を持っていたのですが、あっさり撃
沈。高熱や咳、全⾝のだるさに数⽇間悩まされました。 

インフルでつらい上に、外出を控えなければならないという⼆重苦を思うと、改めて予防の
大切さを痛感します。 

感染予防の基本は、手洗い・うがい・十分な睡眠・そしてバランスのとれた食事。さらに乾
燥を防ぐために加湿も効果的です。マスクやアルコール消毒ももちろん有効ですが、何よりも
⾃分の体調管理が⼀番の防御策だと実感しました。 

みなさんも「⾃分は大丈夫」と油断せず、これからの季節、体調にはくれぐれもお気をつけ
ください。 

  

野々山 環 

趣深い四季のうつろいが特徴とされてきた⽇本も、近年は、年々厳しさを増す夏をさらに区分
し、「春」・「初夏／盛夏（5〜7 月）」・「猛暑（8〜9 月）」・「秋」・「冬」の『五季』として捉える
動きが⾒られるようです。少なくとも、今年は 6 月からすでに「猛暑」でしたよね。 

⻑引く猛暑の影響で、秋の味覚にも⽣育不良や収穫量の減少などの異変が起きているというニ
ュースをよく目にします。 

ですが、私の秋の味覚の中で最も愛するフルーツ「シャインマスカット」は、今年はたくさん
出回ってお買い得になっているので、うれしくてスーパーに⾏くとつい手が伸びてしまいます。 

夏が⻑い分、短くなったとされる「秋」の味覚を、皆さんはどのように楽しまれますか︖ 

 

 

 

 

佐々木 良 

今年度の弊社の⽅針として活用可能な助成⾦は積極的にご提案していくことになり、助成⾦事

業を⽴ち上げました。今回、助成⾦事業の担当者となりましたのでコラム内で令和 7 年度のおす

すめの助成⾦について情報提供していきます。 

〇⼈材確保等⽀援助成⾦ （雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 

この助成⾦は、賃⾦規定や諸手当の導⼊など雇用管理制度（５つの制度があります）の導⼊や、

従業員の作業負担を軽減するための機器・設備を導⼊することで、離職率が低下した場合に⽀給

されます。 

受給要件が多々ありますので、ご興味がありましたらお声がけください。 

   

 関根 智樹 

弊社で受託している給与計算、具体的にどのようにしてやっていると思いますか︖お客様ごと
にやっていただくことは多少違いますが、基本的には毎月の勤怠締め処理のご連絡をいただき、
お客様から受領した勤怠データと、当月給与計算をするにあたり今月の給与額データをいただ
き、前月給与額とどう変わったか、というご報告を受け計算します。このあたりの情報の受け渡
しがスムースだと予定通りに終わりますが、お客様のほうでデータ収集が遅くなると給与計算す
る側の我々もスケジュール通りにできない場合があります。お客様側の協⼒あってこその給与計
算業務です。今後とも宜しくお願いいたします。 

  

堀内 和希 

たまには真⾯目な話を。先⽇⾃⺠党の総裁選がありましたね︕⼩泉さんが優勢との声もありま

したが、ふたを開けてみると高市さんの勝利でした。⿇⽣さんの指示で⿇⽣派が高市さんに⼊れ

たともいわれていますね。政治の派閥ってくだらないと思いませんか︖それぞれが⾃分の信念を

もって票を⼊れればいいのに、権⼒者に指示されたから票を⼊れるとか国会でそれをやっていい

んですかね。おかしな話です。皆さんはどう思いますか︖ 余談ですが私は高市さんが選ばれて

よかったと思っています︕意思の強さを感じるんですよね。頑張って欲しいです。 
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大谷 裕美 

先⽇、⼩学校の同窓会が地元⽴川で開かれました。 
私も出席予定でしたが、都合により不参加でした。 
先⽣を含め全体で 35 ⼈ほどの出席だったようです。LINE グループのアルバムに友⼈が沢山

の写真をアップしてくれたおかげで、同窓会の様⼦を知る事ができました。皆、数十年たって大
⼈びていますが、キャラクターはあの頃のまま。懐かしく和やかな気持ちになりました。皆、と
ても楽しそうでした。 

毎年開催することになったそうなので、次回は皆に会いたいので必ず参加したいです。 

  

樋田 美奈⼦ 

秋といえば、私の場合は、スポーツの秋ということで、今年も 10 月 26 ⽇に開催される「2025

横浜マラソン」に出場します︕ 

ただ、心配事がありまして、夏の暑さから、走り込みができておりません。。。 

完走できるか、かなり心配ではありますが最後は、根性で走り切ろうと思います。 

「横浜マラソン」といえば、美しい横浜の観光名所を巡るマラソンです。みなとみらい 21 地

区、横浜ランドマークタワー、赤レンガ倉庫、山下公園、ベイブリッジなど、横浜を代表する観

光スポットを巡るコースなので、余裕があれば、景色を楽しみながら走りたいと思います。 

   

楠橋 ルリ⼦ 

今年の国勢調査の提出期限は 10 月 8 ⽇でしたが、みなさんはどの⽅法を選びましたか︖ 
私は、インターネットで回答しました。思ったよりも簡単で、5 分ほどで完了。 
近年は、調査員の⽅々の不⾜やオートロックマンションの増加、プライバシー意識の高まりな

どから、国勢調査の実施が難しくなっているそうです。回答率の低下は国の統計精度にも影響す
るため、インターネット回答の普及が期待されています。 

なお、国勢調査には回答義務があり、正当な理由なく回答しない場合は 50 万円以下の罰⾦の
規定もあります。まだの⽅は、ぜひお早めにご対応を。 

  

    福田 将平 

マイナンバーカードに保険証の機能が搭載されてずいぶん経ちました。先⽇、マイナンバーカ
ードと運転免許証の更新をほぼ同時に⾏いました。そこで運転免許証の情報もマイナンバーカー
ドに載せました。また、もともと現⾦はほとんど使いませんが、しばらく前から ATM の⼊出⾦
もスマホでやっています。ですから今となっては、私的に持ち歩くカード類は、マイナンバーカ
ードとクレジットカード 1 枚の合計 2 枚だけになりました。無駄を省くのが大好きな私には大
変好都合です。実際には QR 決済やスマホのタッチ決済が使えない場⾯もほとんどありませんの
で、クレジットカードもそのうち持ち運ばなくなると思います。みなさまにも財布の軽量化をぜ
ひおすすめしたいと思います。 

  

吉田 洋⼦ 

⼈は 1 ⽇に最大 3 万 5,000 回の決断や選択をしていると言われています。 
何を話すか、どの単語を選ぶか、何をどこで食べるか、どの道を通るか、など…。 
最大 3 万 5,000 回と聞くと驚きますが、振り返ってみれば、確かに毎⽇が選択と決断の連続

と言えそうです。 
1 つ 1 つは微細でも、積み重なることで⾃覚のないうちに負荷がかかっていることもありま

す。適度なストレスは成⻑のための心地よい刺激となりますが、過重な負荷で⾃分を疲れさせな
いためにも、ルーティンを⾒直して⽇々を健やかに過ごしたいものですね。 
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   宮下 真 

週末にメダカにはまっている友⼈に連れられて東京某所のアクアショップに出かけてまいり
ました。ブームは 2004 年の「楊貴妃」の登場をきっかけに始まり、品種改良の進展した 2010
年代を経て、2020 年頃から本格化しました。飼育のしやすさ、品種の多様性、コレクション性
が魅⼒なのだとか。驚くべきことに高値のものだとなんと 1 匹 100 万円するものもあるとのこ
と。普段触れない世界に触れてよい心の栄養補給にさせていただきました。 

   

 

大谷 雄二 

先月、家族で大阪万博に⾏きました。 
混雑は想像以上で、ディズニーランドの２倍以上の⼈混みという印象です。ほとんどのパビ

リオンが９０分〜２４０分の⾏列でした。 
⼦どもたちは⾏列に並ぶのを嫌がり、ホテルに帰りたがります。 
私は夜には空くだろうと考えて、夜を待つつもりでいました。 
しかし、２時間以上の⾏列ができているドイツのパビリオンの前で、あの出来事に出会いま

す。 
⽇本⼈の⼥性がドイツパビリオンのスタッフに「並ぶ価値ありますか︖」とたずねます。 
するとドイツ⼈のスタッフはカタコトの⽇本語で「そんな価値ないですよ。他を⾒に⾏った

⽅がいいですよ」と答えたのです。しかも親切そうに優しく微笑んで。 
もちろん彼は隣にいたスタッフに叱られました。たぶんドイツ語で、クドクドとお説教をさ

れている様⼦です。 
その時の彼の納得のいかないような表情が⾯⽩くて笑ってしまいました。彼は親切に本当の

ことを言っただけなのにという気持ちだったのでしょうか︖ 
私は何故か気持ちがスッキリして「ホテルに帰ろうか」と言うと、家族はその⽇⼀番の笑顔

を返してくれましたｗ 
その後、妻はドイツ⼈に興味を持ったようで、ドイツ⼈の考え⽅や働き⽅の本を３冊も買って

いましたｗ 

   


